
びわこ学院大学・びわこ学院大学短期大学部 外部研究費補助金取扱規程 

 

 

第１章 総則 

  

（目的）  

第１条 この規程は、びわこ学院大学・びわこ学院大学短期大学部（以下「本学」とい

う。）における外部研究費補助金の取扱い及び不正使用防止に関し、必要な事項を定

める。 

（定義） 

 第２条 この規程における「外部研究費補助金」とは、文部科学省又は文部科学省が所

管する独立行政法人その他これに準ずる機関から配分される競争的資金を中心とし

た公募型の研究資金をいう。  

２ この規程における「研究者等」とは、本学の教職員その他の本学の公的研究費の運

営及び管理に関わる全ての者をいう。  

３ この規程における「不正使用」とは、架空請求にかかる業者への預け金、実体のな

い旅費、給与又は謝金の請求等、虚偽の書類によって本学の諸規程及び法令等に違反

した公的研究費の使用をいう。  

（法令等の遵守）  

第３条 研究者等は、公的研究費の取扱いについて、補助金等に係る予算の執行の適正

化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）及び関係法令、学校法人滋賀学園経理

規程（以下「経理規程」という。）等並びに交付等の際の条件を遵守しなければなら

ない。  

 

第２章 運営及び管理体制  

 

（最高管理責任者）  

第４条 本学に、本学全体を統括し、公的研究費の運営及び管理について最終責任を負

う者として最高管理責任者を置き、学長をもってあてる。  

２ 最高管理責任者は、不正使用防止対策の基本方針（以下「基本方針」という。）を策

定・周知するとともに、次条に規定する統括管理責任者及び第 6 条に規定するコン

プライアンス推進責任者が公的研究費を適切に運営及び管理できるために、必要な措

置を講じなければならない。  

（統括管理責任者）  

第５条 本学に、最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営及び管理について本学全

体を統括する実質的な責任と権限を持つ者として統括管理責任者を置き、大学は学部



長、短大は学科長をもってあてる。  

２ 統括管理責任者は、不正使用防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者として、

基本方針に基づき、具体的な対策を策定及び実施し、次条に定めるコンプライアンス

推進責任者に対策の実施を指示するとともに、実施状況を確認し、最高管理責任者に

報告するものとする。  

（コンプライアンス推進責任者）  

第６条 本学に、本学の各部局における公的研究費の運営及び管理について実質的な責

任と権限を持つ者としてコンプライアンス推進責任者を置き、大学、短大ともに外部

研究費補助金不正使用防止委員会委員長をもってあてる。   

２ コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、自己の管理監督又は

指導する部局において、次の各号に定める業務を行わなければならない。  

（1） 不正使用防止を図るため、部局内の研究者等に対し、コンプライアンス教育を実

施し、受講状況を管理監督する。  

（2） 部局内の研究者等が適切に公的研究費の管理及び執行を行っているか等をモニタ

リングし、必要に応じて改善を指導する。  

３ コンプライアンス推進責任者は、前項に定める業務の実施状況を、統括管理責任者

に報告しなければならない。  

（職名の公開）  

第７条 第 4 条、第 5 条及び第 6 条の責任者（以下「各責任者」という。）を置いた

とき、またこれを変更したときは、その職名を公開するものとする。  

 

第３章 適正な運営及び管理環境の整備 

  

（相談窓口の設置）  

第８条 本学における公的研究費にかかる事務処理手続及び使用に関するルール等につ

いて学内外からの相談を受け付ける窓口（以下「相談窓口」という。）を、総務部総

務課に置く。  

２ 相談窓口は、公的研究費にかかる研究遂行を適切に支援しなければならない。  

（経理事務）  

第９条 公的研究費にかかる契約、旅費及び謝金支給等の経理に関する取扱いは、経理

規程によるものとする。  

 

第４章 研究者等の意識向上 

  

（行動規範）  

第１０条 公的研究費の不正使用防止のため、研究者等に対する行動規範を策定して、



研究者等の意識向上を図る。  

２ 前項の行動規範は、教授会の議を経て、学長が定める。  

（コンプライアンス研修会）  

第１１条 公的研究費の不正使用防止のため、コンプライアンス教育にかかる研修会を

定期的に開催し、研究者等の意識向上を図る。  

２ コンプライアンス推進責任者は、研修会実施に際し、受講者の受講状況及び理解度

について把握する。  

（誓約書）  

第１２条 研究者等は、関係規程を遵守すること、不正を行わないこと及び不正を行っ

た場合の責任負担等を明記した誓約書を、最高管理責任者に提出するものとする。  

２ 前項の誓約書が提出されない場合は、公的研究費の運営及び管理に関わることがで

きないものとする。  

 

第５章 不正使用の調査  

 

（調査委員会）  

第１３条 公的研究費の不正使用があった場合又は不正使用が疑われる事案が生じた場

合は、調査委員会を設けて必要な調査等を行うものとする。  

２ 前項の調査等に関する事項は、別に定める。  

 

第６章 不正使用防止  

 

（不正使用防止計画推進部署）  

第１４条 本学における公的研究費にかかる不正使用防止計画の推進する外部研究費不

正使用防止委員会を置き、事務は総合企画部地域・産学連携研究支援課が担当する。  

（不正使用防止計画の策定）  

第１５条 不正使用防止計画推進部署は、不正発生要因を特定して不正使用防止計画を

策定し、これに基づく業務の推進及び管理を行うものとする。  

 

第７章 適正な運営及び管理  

 

（執行状況確認）  

第１６条 コンプライアンス推進責任者は、自己の管理監督又は指導する部局における

公的研究費の執行状況を確認し、予算執行が著しく遅れていると認める場合は、研究

者等に理由を確認し、必要に応じて改善を指導するものとする。  

２ 正当な理由により、研究費の執行が当初計画より遅れる場合等においては、繰越制



度の活用や資金の交付機関への返還等を含めた改善策を研究者に示すものとする。  

（支出財源の特定） 

 第１７条 研究者は発注段階で支出財源の特定を行い、予算執行の状況を把握するよう

にしなければならない。  

（取引業者との癒着防止）  

第１８条 発注及び契約は、経理規程等の定めにより行い、発注を研究者等に委任する

場合においても、研究者等と取引業者との癒着を防止するため、必要に応じてコンプ

ライアンス推進責任者は統括管理責任者と協議して、癒着防止対策を講ずるものとす

る。  

２ 一定の取引実績のある業者については、不正に関与しないこと、また内部監査やそ

の他調査等に協力することを明記した誓約書を徴するものとする。  

（検収の実施）  

第１９条 発注及び検収業務は原則として事務部門が実施することとするが、研究の円

滑かつ効率的な遂行の観点から、使用ルールに適合した物品等については研究者によ

る発注を認める。  

２ 前項の場合にあっても、事務部門による検収を受けるものとする。  

３ 研究協力のために非常勤職員を雇用する場合は、雇用依頼者及び事務部門が勤務状

況等を確認するものとする。  

（出張の確認）  

第２０条 研究遂行上必要となる出張については、別に定める出張申請の手続きを行う

こととし、出張後は出張報告書及び出張の事実を証明するものを提出しなければなら

ない。  

 

第８章 情報の発信と共有  

 

（告発窓口の設置）  

第２１条 不正使用等に関する告発及び相談（以下「告発」という。）を受け付ける窓口

を、置き、公開するものとする。  

２ 本学における公的研究費の不正使用について学内外からの告発を受け付ける窓口

（以下「告発窓口」という。）を、総務部総務課に置く。  

（不正使用情報の報告）  

第２２条 不正にかかる情報は、通報窓口担当者から統括管理責任者を経て、最高管理

責任者に適切かつ迅速に伝達するものとする。  

（不正な取引を行った業者の処分）  

第２３条 不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分については、最高管理責任

者が適宜決定する。  



（不正使用防止取組状況の公表）  

第２４条 不正使用防止計画推進部署は、不正使用防止に関する取組状況を本学ホーム

ページで公表するものとする。  

（内部監査）  

第２５条 本学における公的研究費を適正に管理するために、外部研究費の内部監査を

行う。  

２ 内部監査は、別に定める。  

３ 最高管理責任者は、内部監査結果の報告を受けるものとし、必要な場合は、監事又

は会計監査人に報告又は説明を行う。  

（その他）  

第２６条 この規程に定めるもののほか、補助金の取扱いに関し必要な事項は別に定め

る。 

（改廃）  

第２７条 この規程の改廃は、教授会の議を経て理事会が行う。 

 

附 則  

この規程は、平成 23年年 4月 1日から施行日から施行する。 

附 則  

1 この規程は、平成平成 24年 4月 1日から施行する。 

2 びわこ学院大学・びわこ学院大学短期大学部科学研究費補助金取扱規程は、平成

24年 4月 1日を以って廃止する。 

附 則  

1 この規程は、平成 28年 2 月 20 日から施行し、平成 27 年 4月 1 日から適用する。 

2 びわこ学院大学科学研究費補助金取扱規程およびびわこ学院大学短期大学部科学

研究費補助金取扱規程は、平成 27年 4月 1日を以って廃止する。 

附 則  

この規程は、平成 31年 4月 1日から施行する。 

附 則  

1 この規程は、令和 4年 5月 27日から施行し、令和 3年 4月 1日に遡及して適用す

る。 

2 びわこ学院大学外部研究費補助金取扱規程およびびわこ学院大学短期大学部外部

研究費補助金取扱規程は、令和 4年 5月 27日を以って廃止する。 


